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第２章  自然環境及び生活環境の現状 

望ましい環境像：自然・湯けむり・おもてなしが築く『環境みらい都市・別府』 

 

１ 環境管理指標の現況  

基本 
目標 

施策項目 環境管理指標 スタート時数値 現況数値 

共 

生 

山間・山麓、農村の自然
環境の保全 

森林面積比率 
平成12年初 

63.5％ 
平成23年 

63.0％ 
(数値の更新は5年毎) 

湯けむりと緑の花のまち
づくり 

1人あたりの公園面積 
平成12年3月31日現在 

6.32㎡ 
平成24年3月31日現在 

7.36㎡ 

保護樹林指定数 33ヶ所 32ヶ所 

水辺環境の保全と水と親
しむまちづくり 

水辺生物調査 ―  ―  

土と親しむまちづくり 農と親しむイベント ―  
平成23年度「わくわく農
産品フェア」開催 

美しい都市環境の保全 清掃美化キャンペーン ―  
市内一斉清掃、海岸海浜
清掃 

ふらっと歩きたくなる環
境みらい都市・別府 

魅力ある歩行者空間 
整備 

―  
平成23年度 

1,500ｍ実施 

歴史・文化の保全・活用 指定文化財 56件 56件 

循 

環 

ごみの発生抑制と減量・
リサイクルの促進 

市民1人 ･ 1日あたり 
ごみ排出量 
(直営収集分) 

平成11年度 
702g/日 

平成23年度 
565g/日 

一般廃棄物再資源化率 
平成11年度 

9.68% 
平成23年度 

17.78% 

エネルギーの有効利用 1戸あたり電灯使用量 
平成12年3月度 

353kWH 
平成24年3月度 

356kwh 

水資源の有効利用 
市民1人 ･ 1日あたり
水道配水量 

平成11年度 
443ℓ/人･日 

平成23年度 
382ℓ/人･日 

温泉の持続的な利用 温泉湧出量 
平成11年度 

136,997kL/日 
平成23年度 

125,637kL/日 

雨水の地下浸透の促進 
透水性舗装道路整備 
延長 

―  

平成23年度 
1,000ｍ延長 

大気環境の保全 
大気に係わる環境基準
達成（浮遊粒子状物質、
窒素酸化物） 

平成11年度 
達成 

平成23年度 
未達成 

（黄砂の影響による） 

水環境の保全 

水質汚濁に係わる環境
基準達成（河川BOD、海
域COD） 

平成11年度 
達成 

平成23年度 
未達成（河川） 

下水道人口普及率 
平成11年度 

56.6％ 
平成23年度 

62.9% 

騒音・振動の防止 
騒音に係わる環境基準
(特例)達成（主要幹線
道路7路線） 

平成11年度 
1ヵ所未達成 

※11年度は、6路線調査 

平成23年度 
達成 

 

化学物質による環境影響
の防止 

ダイオキシン類に係 
わる環境基準達成 

―  
平成23年度 

達成 
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３  生活環境の現状 

（１）大気質 

 大気汚染とは、事業活動や生活活動に伴って排出される硫黄酸化物・粉じん・窒素

酸化物などにより大気が汚染されることをいい、これらの汚染物質が人の呼吸作用に

より体内に取り入れられ人体に悪影響を与えます。また、大気中での光化学反応によ

りこれらの一次汚染物質から二次汚染物質が生じ、その二次汚染物質による複合汚染

も懸念されます。 

 

①本市の大気の概況 

本市における大気汚染の測定は、青山中学校（大字別府 3088－1）に大分県が自

動測定装置を設置し大気の常時監視を行っています。この測定局では、浮遊粒子状

物質や窒素酸化物の測定を行うとともに、光化学オキシダントの測定も行い昭和 53

年度からはテレメータ化して緊急体制を整えています。 

各測定結果については次表のとおり（資料…大分県環境保全課）となります。 

 

 

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

青山中学校 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 

 

 

 

 

測定局 
用途 

地域 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

1時間値が 

0.1ppmを超えた 

時間数とその割合 

日平均値が 

0.04ppmを 

超えた日数  

とその割合 

1時間値 

の最高値 

日平均

値の 

2％除外

値 

日 時間 ppm 時間 ％ 日 ％ ppm ppm 

青山 

中学校 

第 2種 

住居 
365 8,764 0.003 0 0.0 0 0.0 0.026 0.008 

  備考１  日平均値が 0.04ppmを超えた日はない。 

  備考２  環境基準の長期的評価による日平均値が 0.04ppmを超えた日はない。 

 

 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

ＮＯ２ 0.012 0.013 0.012 0.011 0.011 0.009 0.005 0.006 0.008 0.006 

ＮＯ 0.004 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 

ＮＯＸ 0.016 0.017 0.015 0.015 0.014 0.012 0.008 0.010 0.013 0.009 

 

図表 2.5 窒素酸化物濃度の経年変化（青山中学校測定局） 

二酸化窒素（ＮＯ2）の環境基準：１時間値の１日平均値…0.04～0.06ppmのゾーン内 

                  またはそれ以下 

  

図表 2.3 二酸化硫黄濃度の経年変化 【青山中学校測定局】 

二酸化硫黄（ＳＯ2）の環境基準：１時間値の１日平均値…0.04ppm以下 

かつ１時間値…0.1ppm以下 

  

図表 2.4 平成 23年度  二酸化硫黄の環境基準対比表（青山中学校測定局） 
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測 定 局     

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

日平均値が 

（0.04ppm以上

0.06ppm以下）の 

日数とその割合 

日平均値が 

0.06ppmを超えた 

日数とその割合 

1時間値 

の最高値 

日平均値 

の年間 

98％値 

日 時間 ppm 日 ％ 日 ％ ppm ppm 

青山中学校 364 8,740 0.006 0 0.0 0 0.0 0.047 0.018 

備考 1   １時間値が 0.1ppm以上の時間はない。 

 

 

 

 

測定局 測定項目 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

1時間値 

の最高値 

日平均値の 

年間 98％値 

年平均値 

NO2/(NO＋NO2) 

日 時間 ppm ppm ppm ％ 

青山中学校 

一酸化窒素 364 8,740 0.003 0.036 0.006 － 

窒素酸化物 

（NO＋NO2） 
364 8,740 0.009 0.066 0.023 68.8 

 

 

 

 

測定局 
用途 

地域 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

1時間値が 

0.20mg／m3を 

超えた時間数と 

その割合 

日平均値が 

0.10mg／m3を 

超えた日数と 

その割合 

1時間値 

の最高値 

日平均値

の 2％ 

除外値 

日 時間 mg／m3 時間 ％ 日 ％ mg／m3 mg／m3 

青山 

中学校 

第 2種 

住居 
365 8,741 0.024 13 0.1 2 0.5 0.229 0.053 

備考 1    黄砂の影響により、平成 23年 5月 2日及び 3日の日平均値が 0.10mg／m3を超えた。 

備考 2    日平均値が 0.10mg/m3を超えた日が 2日以上連続したため、環境基準を達成しなかった。 

 

 

 

年 度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

青山 

中学校 
0.030 0.031 0.034 0.031 0.026 0.031 0.029 0.042 0.041 0.035 

備考 1   測定値は昼間【5～20 時】の 1 時間値の年平均値を示したもの 

 

図表 2.9 光化学オキシダント濃度の経年変化（青山中学校測定局） 

（測定値は昼間【5～20 時】の 1 時間値の年平均値を示したもの） 

図表 2.6 平成 23年度 二酸化窒素の環境基準対比表（青山中学校測定局） 

図表 2.7 平成 23年度 一酸化窒素、窒素酸化物の年間測定結果（青山中学校測定局） 

図表 2.8 平成 23年度  浮遊粒子状物質の環境基準対比表（青山中学校測定局） 
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測定局 

昼間測 

定日数 

昼間測定 

時間数 

昼間の 1時間値が 

0.06ppmを超えた 

日数と時間数 

昼間の 1時間値が 

0.12ppm以上の 

日数と時間数 

昼間の 

1時間値の 

最高値 

昼間の 

日最高 

1時間 

値の年 

平均値 

日 時間 日 時間 日 時間 ppm Ppm 

青山中学校 366 5,481 80 407 0 0 0.101 0.048 

 

 

 

場  所 的ヶ浜公園前交差点 環境基準 

調 査 年 月 日 H23.11.30～12.6  

気 象 概 況 最 多 風 向 ・ 出 現 頻 度 （ ％ ） NNW（13）  

一 酸 化 炭 素

（ppm） 

1 日 平 均 値 0.2  

1 日 平 均 値 の 最 高 値 0.5 10 

8 時 間 平 均 値 0.2  

8 時 間 平 均 値 の 最 高 値 0.7 20 

窒 素 酸 化 物

（ppm） 

N O 2    1 日 平 均 値 0.023  

N O 2    1 日平均値の最高値 0.029 0.04～0.06 

N O   1 日 平 均 値 0.030  

浮遊粒子状物質  

（mg／m3） 

1 日 平 均 値 0.014  
1 日 平 均 値 の 最 高 値 0.039 0.10 

1 時 間 値 の 最 高 値 0.057 0.20 

        

 

 

 
調 査 項 目 （単位） 別府北浜中継ポンプ場 

基準値･指針値 

（年平均値） 

 

環
境
基
準 

設
定
物
質 

ベンゼン (μg/m3) 1.3 3 環
境
基
準 

トリクロロエチレン (μg/m3) 0.027 200 

テトラクロロエチレン (μg/m3) 0.040 200 

ジクロロメタン (μg/m3) 0.55 150 

指
針
値 

設
定
物
質 

アクリロニトリル (μg/m3) 0.024 2 

指
針
値 

塩化ビニルモノマー (μg/m3) 0.042 10 

クロロホルム (μg/m3) 0.16 18 

1,2-ジクロロエタン (μg/m3) 0.19 1.6 

1,3-ブタジエン (μg/m3) 0.37 2.5 

備考 1    上記の結果は、原則として、年 12回測定値の平均値。            

 

光化学オキシダントの環境基準：１時間値…0.06ppm以下 

図表 2.10 平成 23年度 光化学オキシダント濃度の環境基準対比表 

図表 2.11 平成 23年度の主要交差点の自動車排出ガス調査 

結果（平成 19 年度） 

図表 2.12 平成 23年度 有害大気汚染物質の調査結果 
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② 愛がん動物等の適正な飼育管理 

年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

犬登録頭数 5,790 6,080 6,337 6,508 6,730 6,718 6,618 6,691 6,749 6,810 

野犬捕獲頭数 94 104 84 52 52 126 84 72 47 48 

  

 

市では、犬について、登録及び狂犬病予防注射の完全実施を呼び掛けております。ま

た、愛がん動物等の適正な飼育管理について、県や各種団体と連携して啓発を行ってお

ります。 

 

作業項目 期間 
薬剤名 

作業内容 

2種混合 

乳剤 

2種混合 

油剤 

成 虫 駆 除 6月～8月 
（業務委託）市街地を対象とした家屋周辺

の煙霧散布によるカ、ハエの駆除 
0 2,898 

自主実施町 4月～10月 
自主的に防疫作業をする自治会に交付し

た薬剤 
150 3,474 

公 共 施 設 5月～8月 
自主的に防疫作業をする公共施設関係に

交付した薬剤 
48 288 

山 間 部 町 4月～3月 山間部自治会に配布する薬剤 138 252 

散 布 消 毒 4月～3月 不衛生箇所等の消毒 0 0 

災 害 4月～9月 
災害による床下、床上浸水家屋及び側溝の

消毒 
0 0 

伝 染 病 4月～3月 伝染病発生による消毒等 0 0 

そ の 他 4月～3月 衛生害虫の異常発生等 0 0 

  （資料…環境課【飼犬登録頭数】、東部保健所【野犬捕獲頭数】いずれも H24.3.31現在） 

図表 2.30 愛がん動物等の苦情件数（資料…東部保健所） 

図表 2.29 平成 23年度衛生害虫駆除等薬剤使用実数量（単位：L） 

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

犬 426 382 402 394 423 332 301 205 208 234

猫 174 245 233 367 330 251 107 65 37 96

計 600 627 635 761 753 583 408 270 245 330

犬による咬傷 7 7 2 1 1 0 0 0 0 1
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図表 2.31 環境監視員の状況報告書の内容 

4  公害等の監視と処理の現状 

（１） 別府市環境監視員の活動状況について 

本市では別府市環境保全条例第 9条の規定に基づき、特に環境問題に強い関心を持っ

ている方々を選出し、別府市環境監視員に委嘱しています。現在、合計 17名が任命され

ており、市の良好な環境を守るための活動をしています。（参考資料  ５ページ） 

担当地区内をパトロールし、その状況を毎月報告しておりますが、特に、良好な環境

を破壊する恐れのある行為及び公害が発生する可能性があると認められる場所や施設が

見受けられたときには、随時、その状況等を市に通報しています。 

なお、平成 23年度の環境監視員の状況報告書（月報）内容について図表 2. 31に示し

ています。 

 

 

 

月 

内  容 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

下水側溝に

ついて 
 １  １     ２    ４ 

ごみの 処

理・不法投

棄など 

４ ６ ２ ２ ７ ４ ２ ６ ３ ４ ４ ６ ５０ 

廃屋・空き

地の管理な

ど 

   １ ２ １ ２ １  １ １ １ １０ 

道路に関す

ること 
３ １ １ １  ４ １ ３   １ １ １６ 

公園に関す

ること 
  １ １  １ １ １ １ １ ２  ９ 

公害苦情に

関すること 
 ２     ２ １ １    ６ 

交通に関す

ること 
  １    １      ２ 

そ の 他  １ ４ ３ １ ２  １ １ ２ １ ３ ２ ２１ 

計 ８ １４ ８ ７ １１ １０ １０ １３ ９ ７ １１ １０  １１８ 
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図表 2.32  騒音規制法に基づく特定施設届出状況（平成 24年 3月 31日現在） 

 

 

（２）法律・条例に基づく特定工場等の届出状況 

 

① 工場騒音について 

本市の場合、大規模な事業場はありませんが、住居と中小の事業場が混在している地

域が多く近隣住民との間にトラブルを発生させることがあります。こうした事業場は敷

地面積が狭小であり、防音対策を講じるにも資金、方法ともに限られるため、よい解決

法が見つからないといった問題を抱えています。 

また、温泉の噴気音や温泉揚湯用のコンプレッサー稼働音に対する騒音苦情もあり、

温泉都市ならではのものも見受けられます。 

 

 

施設の種類 施 設 数 特定工場等実数 

金
属
加
工 

機
械 

ベンディングマシン 1 

10 
液 圧 プ レ ス 12 

機 械 プ レ ス 4 

せ ん 断 機 5 

空気圧縮機及び送風機 495 99 

土 石 用 破 砕 機 等 2 1 

建設用資材製造機械 2 1 

木
工
加
工 

機
械 

帯 の こ 盤 5 

44 丸 の こ 盤 23 

か ん な 盤 21 

印 刷 機 械 120 36 

合成樹脂用射出成形機 2 1 

計 692 192 

（備考）特定工場等実数は特定施設の設置事業所数を示すが、同一事業所に（騒音・振動）2区分にまたがる施

設が設置されている場合は、主たる施設の区分のみ工場数として掲げた。 

 

 

② 工場振動について 

市街地での住工混在により、騒音苦情と同時に表面化する場合がほとんどです。防振

対策は防音対策以上に困難であり、根本的に振動源である機械自体から発生する振動を

小さくするほかに良い方法はありません。そのため、機械の更新時や設置時に際しては、

その届出段階において機械の適切な設置・使用を行うよう指導しています。 

  振動規制法に基づく特定施設届出状況を図表 2.33に示しました。 
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施設の種類 施 設 数 特定工場等実数 

金
属
加
工 

機
械 

液 圧 プ レ ス 13 

22 機 械 プ レ ス 14 

せ ん 断 機 23 

圧 縮 機 89 18 

土 石 用 破 砕 機 等 2 1 

印 刷 機 械 38 18 

合成樹脂用射出成形機 2 1 

計 181 60 

 

 

③ その他 

 

 

区  分 工場数 施設の種類 施設数 

大   気 11 

大 気 特 定 工 場 10 

廃 棄 物 焼 却 炉 11 

小        計 21 

水   質 17 

水 質 特 定 工 場 0 

し 尿 浄 化 槽 9 

ち ゅ う 房 施 設 9 

車 両 洗 浄 施 設 0 

小        計 18 

騒   音 206 

金 属 加 工 機 械 155 

①高速切断機 （39） 

②乾式研磨機 （116） 

空気圧縮機及び送風機 202 

木 材 加 工 機 械 78 

①帯のこ （11） 

②丸のこ （29） 

③かんな盤 （38） 

石 材 引 割 機 0 

冷 凍 機 械 157 

木 材 切 込 作 業 場 27 

小        計 619 

工場数合計 234 特 定 施 設 数 合 計 658 

 

図表 2.33 振動規制法に基づく特定施設届出状況（平成 24年 3月 31日現在） 

図表 2.34  別府市環境保全条例に基づく特定工場等届出状況（平成 24年 3月 31日現在） 
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図表 2.35  騒音規制法に基づく特定建設作業届出状況 

（３）法律・条例に基づく特定建設作業等の届出状況 

① 建設作業騒音について 

建設作業は一時的に非常に大きな騒音を発生する作業が多く、防音対策も養生シート、

板囲い等による遮音や消音マフラーの取り付けなどに限られているため、付近住民との

間に紛争が生じやすくなっています。周辺住民への事前説明が十分でなかったり、早朝

からの作業などに対して付近住民から苦情が発生するケースが多く見られます。そうし

た苦情を未然に防ぐため、特定建設作業にあっては届出の段階で事前説明の徹底、作業

内容、作業工程のチェック等の行政指導を行うとともに作業中の騒音状態を確認するた

め職員の立ち会いを実施しています。 

 

 

 

年 度 

作  業  名 

平成

14 

平成

15 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

くい打機･くい抜機･くい打くい抜機 3 0 4 6 4 2 2 6 16 7 

び ょ う 打 機 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

さ く 岩 機 59 49 50 68 72 82 47 50 23 44 

空 気 圧 縮 機 0 1 2 4 1 13 5 1 2 2 

コンクリートプラント･アスファルトプラント  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

バ ッ ク ホ ウ 9 3 13 7 11 9 17 1 19 8 

トラクターショベル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ブ ル ド ー ザ ー 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 

計 72 53 70 86 88 106 71 58 64 61 

 

② 建設作業振動について 

建設作業振動については、特定建設作業の対象となる大型建設機械を使用する場合ま

たは大規模基礎工事を行う場合に大きな振動を発生させることが多く、それと同時に非

常に大きな騒音を伴うのが特徴です。そのような大規模工事を実施する場合には工法の

検討段階で使用する機械・工法等について十分な配慮をするよう建設業者に指示すると

ともに、施工時には付近の家屋構成を考慮して物的被害を生じさせないよう指導してい

ます。また、万一被害の申し出があった場合には完全修復するよう指導しています。 

 

 

 

年 度 

作  業  名 

平成

14 

平成

15 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

くい打機･くい抜機･くい打くい抜機 3 0 4 6 4 2 2 6 3 9 

鋼 球 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

舗 装 版 破 砕 機 9 1 0 1 0 0 4 0 0 0 

ブ レ ー カ ー 51 42 33 57 63 66 45 43 25 36 

計 63 43 37 64 67 68 51 49 28 45 

図表 2.36  振動規制法に基づく特定建設作業届出状況 
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図表 2.38  過去 10年間の公害苦情件数の推移（平成 18年度の「その他」に土壌汚染 1件を含む） 

図表 2.37 別府市環境保全条例に基づく特定建設作業届出状況 

③ その他 

 

 

年 度 

作  業  名 

平成

14 

平成

15 

平成

16 

平成

17 

平成

18 

平成

19 

平成

20 

平成

21 

平成

22 

平成

23 

ア ー ス オ ー ガ ー 2 0 4 5 2 3 6 4 3 8 

イ ン パ ク ト レ ン チ 0 1 0 1 0 0 1 4 4 4 

発 電 機 23 13 13 10 15 7 3 8 12 11 

コンクリートポンプ 21 11 11 13 12 13 15 14 16 14 

計 46 25 28 29 29 23 25 30 35 37 

 

（４）公害苦情の現状 

公害とは典型 7公害（大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭）

の他、事業活動その他の人の活動に伴って生ずるその他の現象で、その影響によって人の

健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。 

これらの公害に対する苦情の申し立てについては「公害紛争処理法」第 49条第 2項に

基づき、公害苦情相談員を置き、市民の苦情内容に応じてその処理に必要な調査、指導並

びに助言等を行い、必要な場合は関係行政機関との連携を図りながら、市民の生活環境改

善のために円満な解決に努めています。 

平成 23年度の苦情件数は 69件でした。 

 

 

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

大気汚染 22 15 22 36 35 36 46 43 52 32

水質汚濁 2 0 5 6 10 9 11 4 2 3

騒音 12 12 20 21 35 32 50 30 22 20

振動 0 0 0 1 0 3 1 0 3 4

悪臭 9 14 15 11 8 11 34 9 13 6

その他 4 10 14 19 27 17 13 11 4 4

合計 49 51 76 94 115 108 155 97 96 69
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図表 2.39 平成 23年度 発生源別苦情件数 

① 発生源別苦情件数について 

苦情の傾向として家庭生活を原因とするものが 21 件、建設業を原因とするものが 18

件と多くなりましたが、これは地域交流の希薄化により、それまで問題とされていなか

ったような事例でも苦情として現れているためと考えられます。平成 23年度の発生源別

公害の種類を見てみますと、大気汚染が 32件と最も多くなっています。 

苦情件数は、前年度の 96件と比べ減少しています。 

 

 

公害の種類 

発 生 源      

大気 

汚染 

水質 

汚濁 
騒音 振動 悪臭 

土壌 

汚染 
その他 計 

農 業         

林 業         

漁 業 1       1 

鉱 業         

建 設 業 2  8 4   4 18 

製 造 業 3  2  1   6 

電気・ガス・熱供給・水道業   2     2 

情 報 通 信 業         

運 輸 業         

卸 売 ・ 小 売 業 1  1     2 

金 融 ・ 保 険 業         

不 動 産 業          

飲 食 店 ・ 宿 泊 業   1 1     2 

医 療 ・ 福 祉         

教 育 ・ 学 習 支 援 業          

複 合 サ ー ビ ス 事 業          

サ ー ビ ス 業 1  3  2   6 

公 務         

分 類 不 能 の 産 業          

家 庭 生 活 19 1   1   21 

道 路         

空 地 2       2 

公 園 1       1 

神 社 ・ 寺 院 等         

そ の 他 2 1 1     4 

不 明    2  2   4 

計 32 3 20 4 6  4 69 

② 地域別苦情件数について 

平成 23 年度の都市計画法に基づく用途地域別の苦情発生件数を図表 2.40 に示しまし

た。これを見ると住居地域の苦情が最も多く、家庭生活が最も密接な地域であるだけに

苦情が発生しやすいようです。 
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（５）空き地の管理 

空き地管理について改善指導を進めています 

  空き地の管理については、別府市環境保全条例の規定に基づき適切な管理を行うよう市

報をはじめ、文書通知により所有者に啓発・指導を行っています。 

  雑草繁茂等の不良空き地については、所有者に対し直接改善指導等を行っていますが、 

所有者のうち半数近くが市外居住者であるため、自ら適切な管理が困難な場合については

業者などを紹介することにより改善の成果の促進を図っています。 

 

 

 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 

指導件数 109 121 127 170 129 

指導面積（㎡） 65,036 69,283 83,766 100,825 81,495 

改善件数 85 88 96 137 97 

改善面積（㎡） 53,716 53,526 69,850 80,606   59,086 

改善件数率（％） 77.98 72.73 75.59 80.59 75.19 

改善面積率（％） 82.59 77.26 83.39 79.95 72.50 

未完件数 24 33 31 33 32 

未完面積（㎡） 11,320 15,756 13,916 20,219 22,409 

 

 

 

 

  

            公害の種類 

用途地域 

大気 

汚染 

水質 

汚濁 
騒音 振動 悪臭 

土壌 

汚染 
その他 計 

住 居 地 域 23 2 9 2 4  3 43 

近 隣 商 業 地 域 2       2 

商 業 地 域 7 1 10 2 2  1 23 

準 工 業 地 域         

工 業 地 域         

工 業 専 用 地 域         

市 街 化 調 整 区 域   1     1 

そ の 他         

都市計画区域以外の地域         

計 32 3 20 4 6  4 69 

図表 2.40  平成 23年度公害の種類・被害の地域別苦情件数 

図表 2.41 過去 5年間の空き地管理状況 

（備考）面積の数値は小数点以下の端数を四捨五入したものであり、（改善面積＋未完面積）の合計

と指導面積のそれぞれの数値は一致しないことがあります。 
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２ 別府市環境保全条例に基づく特定工場等（抜粋） 

 

区分 規模または能力 備考 

大 気 特 定 工 場 
重油の 1時間あたりの最大使用量が、500L 

以上の工場及び事業場 
 

煤
煙
に
か
か
る
特
定
施
設

 
 
 
 

 
 
 

 
 

廃 棄 物 焼 却 炉 

焼却能力 

（1時間当り） 
100kg以上 200kg未満 大気汚染防止法に 

規定する特定施設 

を有する工場、事 

業場を除く 火格子面積 1m２以上 2m２未満 

水 質 特 定 工 場 1日の最大排出量が 1000m3以上の工場及び事業場 
１  水質汚濁防止

法に規定する特定

施設を有する工

場、事業場 

 

２  現在すべての

排出水を公共下水

道に接続している

もの 

 

以上は除く 

汚
水
に
か
か
る
特
定
施
設 

し 尿 浄 化 槽 

建築基準法施行令に規定する処理対象人員が 500 

人以下のもので、2以上設置され、その処理対象 

人員の合計が 501人以上のもの 

飲食店営業の用に供 

する厨房施設 ※1 
1日の排出量 最大 30m3以上 

バス･タクシー営業の 

用に供する車両洗浄 

施設※２ 

1日の排出量 最大 30m3以上 

騒
音
に
か
か
る
特
定
施
設 

金属加工機械 

①高速切断機 

②乾式研磨機 

（工具用を除く） 

固定式のもの 

騒音規制法に規定 

する特定施設を有 

する工場、事業場 

を除く 

空気圧縮機及び送風機 原動機定格出力 3.75kW以上 7.5kW未満 

木工加工機械 

①帯のこ 

②丸のこ 

③かんな盤 

原動機定格出力 

①② 

製材用 7.5kW以上 15kW未満 

木工用 1.5kW以上 2.25kW未満 

③ 

1.5kW以上 2.25kW未満 

石 材 引 割 機 原動機定格出力 7.5kW以上のもの 

冷 凍 機 械 原動機定格出力 
3.7kW以上のもの 

（冷房用を除く） 

木 材 切 込 作 業 場 同一場所で継続して 6カ月以上作業を行うもの 

※1  旅館・ホテルは、水質汚濁防止法の適用対象のため除く。 

※2  自動式車両洗浄施設は、水質汚濁防止法の適用対象のため除く。 
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